一般社団法人福祉・介護移送ネットワークＡＣＴ
会員規程


第１条（目的）
この規程は､一般社団法人福祉・介護移送ネットワークＡＣＴ（以下当法人という。）定款第７条の規程に基づき、会費等について定める。
２　当法人の会員に関する事項で、定款及び本規程に定めのない事項は、社員総会の議決によってこれを定める。
第２条（入会手続）
１．当法人の会員への入会申込は、当法人へ以下の各号の手続きを要するものとする。
（１）当法人所定の申込関連書類（以下申込書といいます）の提出。
（２）当法人所定の入会金及び年会費の納付。
第３条（会員資格の取得）
１．第２条の手続きを経て当法人が入会を承認した時点で､申込者は会員資格を取得するものとする。
２．会員は、会員資格を第三者に譲渡、貸与、その他の処分をすることができないものとする。
第4条（会員種別）
当法人の会員は、次の３種として、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「一般法人法」という。）上の社員とする。
（１）正会員　　当法人の目的に賛同して入会した個人、団体及び法人
（２）協力会員　当法人の事業に協力するために入会した個人、団体及び法人
（３）賛助会員　当法人の事業を賛助するために入会した個人、団体及び法人

第5条（入会金及び会費）
（１）正会員　　　入会金　　10,000円　　　　年会費　　600,000円
（２）協力会員　　入会金　　10,000円　　　　年会費　　120,000円
（３）賛助会員　　入会金　　10,000円　　　　年会費　　 36,000円

・なお、正会員、協力会員、賛助会員には、当法人が主催する加入事業者の勉強会（毎月一回程度）および福祉関連事業者等との懇親会（不定期）への参加情報を提供するものとする。また、正会員、協力会員には、当法人の新規事業等に関する情報提供を適宜行うものとする。

第６条（納付）
会員は、入会金及び年会費を当法人の指定する方法で支払うものとする。

第７条（会員資格の喪失）
会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合には会員資格を喪失するものとする。
（１）会員からの中途退会の申し出
（２）年会費の不払い
（３）当法人による除名
（４）会員の死亡
（５）一定期間の音信不通

第８条（除名）
当法人は、次の各号のいずれかの事由が生じた会員につき、何らの通知・催告なしに、当該会員を除名することができるものとする。なお、当法人は当該除名会員からの入会及び継続の申込みを拒絶できるものとする。
１．本規程、その他当法人所定の諸規程等に違反したとき。
２．当法人若しくは他の会員の権利・利益を害し、又はそのおそれのある行為を行ったとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．強制執行を受けたり､手形の不渡りを出したり、破産の申立てがあるなど経済的信用状態の悪化を示す事由があったとき。
４．その他除名すべき正当な事由があるとき。

第９条（会員の資格喪失に伴う権利及び義務）
会員が前2条の規程によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

第１０条（入会金及び年会費の返還）
会員は、事由の如何を問わず（会員の有効期間途中に資格を喪失した場合も含む）、入会金及び年会費の返還を求めることはできないものとする。

第１１条（届出等）
１．会員は、申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、当法人所定の手続により直ちに当法人に届け出なければならないものとする。
２．当法人は、前項の届出に基づき、当法人所定の手続により変更登録を行うものとする。
３．当法人は、前項の変更登録が完了するまでの間は当該変更がないものとみなすことができるものとする。

第１２条（附則）
本規程は、平成２４年８月３日から実施する。

